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いちき串木野 おしらせ版おしらせ版広報
8/6平成30年（2018年）

8月は人権同和問題啓発強調月間です
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎21-5114）

　私たちの社会には、同和問題をはじめ、女性・子ど
も・高齢者等への差別やインターネット上での悪質な書
き込みなど、様々な人権問題が依然として存在していま
す。さらに、最近では、ＬＧＢＴなどの性的少数者への
偏見や差別も顕在化してきています。
　これらの人権問題を解決するためには、一人ひとりが
お互いの人権を尊重し、偏見や差別のない社会の実現
に向けて意識を高めていくことが大切です。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権について考
えてみましょう。
〇問合せ

県庁人権同和対策課　☎ 099-286-2574

戦 没 者 追 悼 式
福祉課（☎ 33-5618）

　毎年８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」
です。次のとおり、戦没者追悼式を行います。
　本年度は、市民文化センターで開催します。
　遺族関係者をはじめ、児童生徒やその保護者など市
民の皆さまの多数のご参列をお願いします。

〇日　時　８月１５日（水）　10:00 ～
〇場　所　市民文化センター

※駐車場に限りがあります。市来地域の方は臨時バス
( いちきアクアホール前 9:30 発 )をご利用ください。

か た い も ん そ 会
（認知症の人と家族の会）のご案内

地域包括支援センター（☎ 21-5172）
　認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして認知症か
な？と心配している方、みんなで集まって思いっきり語り
合いませんか。どなたでも参加できます。お気軽にお越
しください。
〇日　時　8 月16 日（木）13:00 ～15:30
〇場　所　串木野高齢者福祉センター
〇内　容　

・「いざ災害～あなたが助かる為に出来る事～」
講師　鹿児島県若年性認知症支援

コーディネーター　堀之内　広子氏
※認知症の方の避難や避難所で生活する時の注意点
・介護者交流会など

〇費　用　無料
〇対　象　認知症の本人・家族ならびに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター

第 11 回 生 福 市 開 催
まちづくり防災課（☎ 33-5632）

　生福地区の野菜や手芸等を販売する生福市を開催し
ます。
〇日　時　8 月 26 日（日）　9:00 ～15:00
〇場　所　生福かかし祭り会場

（生福交差点近く県道沿い）
〇駐車場　ふれあい大吉会生福支所（旧ＪＡ生福支所）
〇問合せ　生福地区まちづくり協議会事務局
　　　　　☎ 32-4869（生福交流センター）

第141号

臨 時 職 員 募 集
総務課（☎ 33-5625）

臨時職員を募集します。応募する方は、履歴書を串木野庁舎総務課または市来庁舎市民課に提出してください。
職 種 会計課事務職 学校主事（用務員）
募 集 人 数 ２人 １人
業 務 内 容 事務補助 学校用務全般

雇 用 期 間 ①　9 月 １ 日 ～ 平 成 31 年 3 月 31 日
② 10 月 １ 日 ～ 平 成 31 年 3 月 31 日 9 月１日～平成 31 年 3 月 31日

勤 務 時 間 8:30 ～17:00（※土・日・祝日除く） 8:15 ～16:45（※土曜出勤有）
勤 務 場 所 串木野庁舎 川上小学校
賃 金 時給 830 円

資 格 等 パソコン操作可能なこと
市税等を滞納していないこと

普通自動車運転免許
市税等を滞納していないこと

募 集 期 限 8 月16 日（木）まで
選 考 方 法 面接（日時は後日連絡）
担 当 課 会計課 ☎ 33-5622 教育委員会総務課 ☎ 21-5126
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登録していない象牙を売ることは違法です
生活環境課（☎ 33-5614）

　環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようと
しています。所持しているだけでは違法ではありません
が、登録されていない象牙の売買、譲渡は違法です。
未登録の象牙をお持ちの方は、まずは事務局へご連絡
ください。
　なお、所有者死亡による近親者への相続は違法にな
りません。ただし、その後売買等をする場合にはあら
かじめ登録が必要です。
　また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受
け付けています。
　2019 年 6 月頃より、象牙を含む国際希少野生動植
物種の規制をさらに厳しくすることを検討しています。
※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセ

サリーなど象牙製品は登録対象外。

〇連絡先　象牙在庫把握キャンペーン事務局　
☎ 03-6659-4660

（土日祝日を除く10:00 ～17:00）

年金事務所への来訪相談・手続きは
事前に予約を！

市民課（☎ 33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

　年金事務所では、年金相談や手続きの際に、待ち時
間の解消やスムーズな対応を行うため、予約者優先で
年金相談等を実施しています。
　予約なしで来訪された場合、その日に対応できない
場合や長時間お待たせする場合がありますので、来
訪相談や手続きの際は、事前に電話で予約をお願い
します。

〇予約受付専用電話

☎ ０５７０－０５
ゴ

－４
ヨ

８
ヤ

９
ク

０
ヲ

＜受付＞　平日（月～金）　８：３０～１７：１５
（12 月 29 日～1 月 3 日を除く）

※希望日の1 か月前から前日まで受付しています。
※予約の際は、基礎年金番号がわかるものをお手元に

ご用意ください。
〇一般的な年金に関するお問い合わせ
　ねんきんダイヤル　☎ 0570-05-1165
〇問合せ　川内年金事務所　☎ 22-5276

法 務 局 か ら お 知 らせ
相続登記はお済みですか

税務課（☎ 33-5617）

相続登記をしていないと・・・
・相続登記を放置している間に、更に相続が発生す

ると相続人の人数が増え、登記手続きにかかる費
用などの負担が増加します。

・不動産の売却やローンの設定に時間がかかります。
・所有者と連絡がとれず、土地の荒廃や、災害復旧

及び防災のための工事ができないなどの社会問題
が発生します。

　自分の権利を大切にするため、次世代の子どもたち
のために、未来につなぐ相続登記をしませんか。
　詳しくは、法務省ホームページ　未来につなぐ相続
登記  を検索。

固定資産税に関するお知らせ
～所有者が死亡したら納税義務者の届出を～

税務課（☎ 33-5617）
　所有者が亡くなった場合は、法務局で相続登記等の
名義変更手続きをしてください。
　共有地の場合も、同様に名義変更手続きが必要です。
　法務局での手続きが年内に困難な場合は、相続人の
中から代表者１人を納税義務者として、税務課固定資
産税係へ届け出てください。（この届出は相続登記等と
は無関係です）
〇持参するもの 新納税義務者印鑑・届出人印鑑
〇問合せ 税務課固定資産税係

固定 資 産 税に関するお 知らせ
～土 地は現 況で課 税～

税務課（☎ 33-5617）

　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在の利
用状況（現況）によって課税されます。
　今年１月２日以降に利用状況（現況）を変更した方は、
税務課固定資産税係または市来庁舎市民課へ届出をし
てください。
　農地（田、畑）を転用許可により埋立や造成等を行い、
農地以外に使用している場合は、その使用している地
目で課税されます。また、何年も放置している農地等に
ついては、雑種地として取り扱うことがあり、税額が上
昇する場合があります。
　なお、法務局へ地目変更の登記をした方は届出の必
要はありません。
〇問合せ　税務課固定資産税係
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介 護 保 険 施 設 の 食 費・ 居 住 費 の 軽 減 に つ い て
健康増進課（☎ 33-5673）

　介護保険施設等のサービスを利用し、市民税非課税世帯に属する方は、本市の発行する負担限度額認定証を利
用施設に提示すると、食費および居住費（滞在費）が減額されます。

〇減額要件と対象サービス
【所得】
・被保険者本人と同一の世帯に属しない配偶者についても、市民税非課税であること。
・年金収入は、老齢年金などの課税年金収入に加えて遺族年金や障害年金などの非課税年金収入も含めて判定

します。
【資産】
・被保険者及び配偶者が所有する現金、預貯金等が単身の場合 1,000 万円、夫婦の場合 2,000 万円以下であ

ること。
【対象サービス】
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・（介護予防）短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）

〇施設サービス利用時の居住費と食費の負担限度額 (１日あたり)

利用者
負担段階

対　象　者
（下記の他に所得・資産要件を満たすもの）

居　住　費 （滞 在 費）
食　費ユニット型

個室
ユニット型
個室的多床室

従来型
個室（※） 多床室（※）

第１段階 ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者 820 円 490 円 490 円

(320 円 ) 0 円 300 円

第２段階
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と

課税年金収入額と非課税年金（遺族年金と障
害年金）収入額の合計が年 80 万円以下の方

820 円 490 円 490 円
(420 円 ) 370 円 390 円

第３段階 ・市民税非課税世帯で、利用者負担第２段階に
該当しない方 1,310 円 1,310 円 1,310 円

(820 円） 370 円 650 円

第４段階 ・市民税課税世帯の方（※基準費用額） 1,970 円 1,640 円 1,640 円
(1,150 円 )

370 円
(840 円） 1,380 円

※従来型個室と多床室の (　) 内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護 ( ショートステイ ) の場合の負担限度額です。
※基準費用額は、平均的な費用として国が定めた額ですが、実際の額は施設との契約により決められます。
　詳細は各施設にお問い合わせください。

〇負担限度額認定証交付申請に必要なもの
　新たに認定証の交付を受けたい場合は申請が必要です。申請には、本人や配偶者名義の全ての通帳等の写し
などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※現在すでに認定証を持っている方には別途案内をしてあります。

〇申請・問合せ 健康増進課介護保険係
 市来庁舎市民課市民生活係　（☎ 21-5117）

介 護 保 険 負 担 割 合 証 に つ い て
健康増進課（☎ 33-5673）

　65 歳以上（第 1号被保険者）で一定以上の所得がある場合、介護保険サービスの利用料金は 2 割または 3 割
負担となります。
　負担割合は負担割合証に記載されており、現在負担割合証をお持ちの方には、7 月末までに 8 月以降の負担割合
を記載した負担割合証を送付してあります。
　負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示ください。

〇問合せ　健康増進課介護保険係
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市 営 住 宅 入 居 者 募 集
都市計画課（☎ 21-5154）

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

ウッドタウン
（脳神経外科近く）

平成11年度
1戸

木造2階建
3LDK

水洗トイレ
不可

ウッドタウン
（脳神経外科近く）

平成25年度
１戸

木造2階建
3LDK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
（アクアホール近く）

平成9年度
１戸

耐火4階建
(3階)3DK
水洗トイレ

不可

平佐原住宅
(市来小学校近く)

平成17年度
１戸

耐火3階建
(3階)3DK
水洗トイレ

不可

中組住宅
（川上小学校近く）

昭和56年度
１戸

簡易耐火
2階建3K
水洗トイレ

入居可
※但し
60歳以上

〇家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
〇入居基準（主なもの）

・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が158,000円以下であること
 （詳細は住宅管理係まで）
・同居する家族がいること
・市税、水道料金などの滞納がないこと
・原則として、公営住宅に入居していないこと
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと

〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の3か月分）
・駐車場保証金（2,490円 /1台）
　※駐車場は１世帯につき１台まで

(ウッドタウンは２台まで)
・連帯保証人（2人）

〇申込期限
・8月20日（月）必着
※公募住宅は既設住宅で年数も経過しているため、

壁等に傷みや汚れがあります。
〇抽 選 日

・ウッドタウン
8月28日（火）10：00　串木野庁舎2階会議室

・日ノ出住宅、平佐原住宅、中組住宅
8月28日（火）14：00　市来庁舎　研修室

〇入居予定日　9月7日（金）
〇申込・問合せ　都市計画課住宅管理係

土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

旭 地 域 振 興 住 宅 入 居 者 募 集
都市計画課（☎ 21-5154）

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備

旭地域振興住宅
（旭小学校近く）

平成30年度
１戸

木造平家建
３ＤＫ

水洗トイレ

〇家　　賃　２５，０００円
・児童１人につき1,000 円の減額助成があります。

〇入居基準（主なもの）
・持ち家がないこと
・15 歳以下の養育する児童がいること（妊娠中も含む）
・現在、旭地域以外に居住していること
・市税・水道料金などの滞納がないこと
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
※入居できる期間は、中学生以下の子どもがいる間と

なります。
〇入居時必要なもの
・敷金（家賃の 3 か月分）
・連帯保証人（2 人）

〇申込期限
8 月 28 日（火）必着

〇抽選日
9 月７日（金）10:00 ～　串木野庁舎地 2 階会議室

〇入居予定日
10 月１日（月）

〇申込・問合せ
都市計画課住宅管理係
土木課土木総合窓口係（串木野庁舎）

警 察 官 採 用 試 験
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

　鹿児島県では、警察官Ｂ（高等学校卒業程度）の採
用試験の受験者を募集します。
〇受付期間
（インターネット）8 月  1日（水）～ 8 月15 日（水）
（持参・郵送）　  8 月  1日（水）～ 8 月17 日（金）
〇第一次試験日　 9 月16日（日）

※平成 30 年度の採用試験から資格加点制度を導入
しました。加点対象は、語学・情報処理・武道の
３項目です。

※受験資格・受験手続等の詳細は、鹿児島県警察ホー
ムページをご覧になるか、警察本部またはいちき串
木野警察署へお問い合せください。

〇問合せ
鹿児島県警察本部警務課採用係　☎ 099-206-0110
いちき串木野警察署警務課　　　☎ 33-0110
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建 設 業 退 職 金 共 済 制 度
水産商工課（☎ 33-5638）

　建退共制度は、事業主が労働者の働いた日数に応じ
て掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界をやめたときに建退共から退職金が支払
われるという業界全体での退職金制度です。
〇加入できる事業主　建設業を営む方
〇対象となる労働者　建設業の現場で働く方
〇掛け金　日額 310 円
※詳しくはホームページ：  建退共  で検索。
〇問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部　事業推進課
☎ 03-6731-2866

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験について

学校教育課（☎ 21-5127）
　病気や外国籍などやむを得ない事由により、保護者
が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除
された方々等に対して、中学校卒業程度の学力がある
かどうかを認定するために、国が行う試験です。合格し
た方には、高等学校の入学資格が与えられます。
　本年度の実施は次のとおりです。
〇願書受付期間
　８月２０日（月）～９月７日（金）消印有効
〇試 験 日　１０月２５日（木）
〇試験会場　鹿児島県庁
※詳しくは，学校教育課へお問い合せください。

「先端設備等導入計画」の受付開始
水産商工課（☎ 33-5638）

　中小企業の労働生産性の向上を図るため、「生産性
向上特別措置法」に基づく先端設備等導入計画の認定
申請の受付を開始しています。
　先端設備等導入計画の認定までの流れは次のとお
りです。

①事業所にて先端設備等導入計画の計画策定
②事前確認依頼
　中小企業⇒経営革新等支援機関（商工会議所等）
③事前確認書の発行
　経営革新等支援機関⇒中小企業
④計画の申請
　中小企業⇒市
⑤計画の認定
　市⇒中小企業

申請に伴う詳しい手続等は、市ホームページをご覧くだ
さい。

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運行について
生活環境課（☎ 33-5614）

　８月14 日( 火 )と15 日( 水 ) の２日間、木原墓地付近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行われます。
　周辺は駐車場が狭く、両日とも混雑が予想されるので、自家用車でお墓参りに行く方は、誘導員の指示に従って
ください。木原墓地への入口は酔之尾交差点側、出口は神村学園前になります。
　また、両日とも木原墓地までの往復臨時バスが運行されます。できるだけバスをご利用ください。
〇臨時バス停留所

大原町 ( アポロ石油前 )、旭町 ( タイヨー前 )、元町 ( ビデオショップファミリー前 )、浜町 ( げたや前 )、
新潟 ( ふくだ文具店前 )、浦和町 ( 中新商店東側 )、新生町 ( 濵田水産前 )、小瀬 ( 寿工業前 )、
石川山 ( 旧中華料理かみむら前 )、塩屋町 ( 旧新川石油前 )、緑町 ( 向井酒店前 )、墓地

〇料　金　大人 140 円　　小人 70 円
〇時　間　行き　始　発　16:20 ( 大原町から 30 分～ 40 分間隔で運行 )　帰り( 墓地の最終発 20：20)

行き　最終発　19:40

（計画認定のメリット）
　市内に事業所を有する中小企業等が、市の計画
に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の
認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制
支援等の措置があります。
※認定を受けて導入した生産性向上に資する設備投

資の固定資産税（償却資産）は、一定の要件を満
たす場合、３年間ゼロとなります。

○規制時間　16：00 ～20：30
○駐車禁止
○一方通行　　→
○駐 車 場

指定方向外進行禁止㋑～㋥
○進入禁止　神村学園前交差点
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自 主 避 難 所 ・ 福 祉 避 難 所
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

●自主避難所について
　市では、大型で強い台風が接近した場合などに、早めの避難を希望する市民の皆さんの受け入れ体制として、
必要に応じて次の自主避難所を開設します。

◎自主避難所一覧

施　設　名 所在地 電話番号 施　設　名 所在地 電話番号

冠岳交流センター 冠岳13511-2 32-0760 野平交流センター 平江 20271-5 32-3050

生福保育所 生福 8671 32-3359 羽島交流センター 羽島 5218 35-0014

串木野中学校体育館 日出町 700 32-1735 荒川交流センター 荒川 2450 32-8809

上名交流センター 上名 2455 32-8770 旭交流センター 金山 14103-1 32-8811

市民文化センター（中央公民館）昭和通 133-1 33-5655 土川交流センター 羽島 9675 35-0887

ドリームセンター 元町 236 33-1231 川北交流センター 大里 5664 －

照島小学校体育館 照島 5453-3 32-1701 川南交流センター 大里 3246-1 －

串木野高齢者福祉ｾﾝﾀｰ 新生町 183 32-9570 いちきアクアホール 湊町 1丁目102 21-5800

本浦交流センター 西浜町 1-2 33-2371 川上交流センター 川上 978 36-4334
【留意事項】

①あらかじめ各自で１日分の食料・飲料水・携帯ラジオ・着替え等の最低限の必需品を準備のうえ、避難所にお
越しください。

②避難所内は禁煙とし、酒類の持込みやペットの同伴はできません。
③指定した部屋とトイレ以外の使用は、ご遠慮ください。
④発生したごみ等は、各自で持ち帰ってください。
⑤避難所での疑問や不明な点は、避難所の配備職員へお問い合わせください。

●福祉避難所について
　福祉避難所とは、高齢者や障がい者など、一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別な配
慮がなされた避難所です。

◎福祉避難所一覧
施　設　名 所　在　地 所　有　者

特別養護老人ホーム　潮風園 別府 3570 社会福祉法人照島会

特別養護老人ホーム　吹上園 大里 992

社会福祉法人慈昂会養護老人ホーム　市来松寿園 大里 992

地域密着型小規模特別養護老人ホーム　吹上園ふもと 上名 2775-1

介護老人保健施設　さるびあ苑 春日町 63 医療法人慈正会

介護老人保健施設　ゆくさ白浜 羽島 265-15 医療法人親貴会

介護老人保健施設　ライフハーバーいちき 大里 2901-2 医療法人杏林会

介護老人保健施設　希望 春日町 116 医療法人聖愛会

高齢者多機能福祉施設　光里苑 湊町 2744-1 株式会社光里苑

串木野高齢者福祉センター 新生町 183 市公共施設
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◇福祉避難所への避難の流れ

強 化 し ま す！ 水 道 料 金 の 未 納 対 策
上下水道課（☎ 21-5155）

　市の水道事業は、市民の皆様が納めた水道料金で運営されています。このため、水道料金の未納が多くなると
水道事業の運営に支障をきたすことになります。水道料金は、水道を利用するすべての方に公平に負担していただく
ものです。市としては不公平が生じないよう未納者からの料金徴収を一層強化します。
　公平を期するための、やむを得ない措置であることをご理解ください。

〇未納対策の流れ
　納入期限までに支払いがなかった場合、下記の手順で支払いを未納者に促しています。

※書面や訪問による支払いの催促に応じない場合、給水条例に基づき給水を停止します。
※給水停止により、損害が生じても市はその責を負いません。
※入金が困難な場合や、分割入金を希望する場合は、まずご連絡ください。

〇問合せ　上下水道課上水管理係

～給水停止になると～
・水道が使用できなくなります。
・未納料金の全額支払い後、給水を

再開します。
なお、土日祝日（年末・年始の閉
庁日含む）及び平日の 17 時 15
分以降は、翌営業日の開栓となり
ます。

・給水停止処分中に無断使用すると、
罰金が科せられます。

督
促
状
の
発
送

催
告
状
の
発
送

通
知
書
の
発
送

給
水
停
止
処
分

給 

水 

停 

止

〇 料金のお支払いは、安心で便利な口座振替の利用を推進しています。
通帳と届出印を持って、市内の各金融機関でお申し込みください。

１ 災害発生時または発生のおそれがある場合に、市が開設する一般避難所に避難するか、避難をする前に、
まちづくり防災課までご連絡ください。
２ 一般避難所に避難した場合は、市の配備職員に一般避難所での生活が困難な旨をお伝えください。職員
が避難者の身体状況や介護などの状況を確認したうえで、開設の必要性を市が判断します。
　まちづくり防災課に連絡した場合は、市が毎年、整備している避難行動要支援者名簿等を参考に、福祉
避難所への避難が必要か否かを判断し、必要と判断した場合は、各福祉避難所と連絡調整をしたうえで開
設し、避難先の福祉避難所を決定します。
３ 福祉避難所への要配慮者の移送は、要配慮者を介助する方が行います。
４ 福祉避難所へ避難する際は、要配慮者を介助する方が同伴し、介助します。
※福祉避難所への要配慮者のみの避難はできません。
５ 福祉避難所の設置、管理等に関する経費は市が負担しますが、利用者（介助者を含む）は、食事代、日
用品等の実費を負担する必要があります。

※ご不明な点は、まちづくり防災課（☎ 33-5631）へお問い合わせください。
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救 命 入 門 コ ースの 受 講 者 募 集
消防本部（☎ 32-0119）

〇日　時　８月２４日（金）19：15 ～ 20：00
※４５分コースです。
　お気軽に受講ください。

〇場　所　いちき串木野市消防本部　２階会議室
〇定　員　２０名（定員になり次第締切）
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）している方
〇受講料　無料
〇申込み　８月 22 日（水）までに消防本部救急係へ

教 育 講 演 会
学校教育課（☎ 21-5127）

　近年、特別支援学級や特別支援学校に入級・入学す
る児童生徒は急激に増えております。そこで、今回は鹿
児島県立串木野養護学校長の迫田博幸氏を講師に、発
達障害を始めとする特別な支援を必要とする幼児児童
生徒の特性や指導・支援の基本的な考え方について学
びます。
　どなたでも参加できます。多くの方の参加をお待ちし
ています。
〇日　時　８月３０日（木）13:30 ～15:20
〇場　所　いちきアクアホール
〇講　師　迫田　博幸 氏

（鹿児島県立串木野養護学校長）
〇演　題　「特別支援教育の今とこれから

～発達障害のある子どもたちの理解と支援～」
〇参加料　無料

契約条件は
自分でよく確認！

インターネットでの旅行予約
●インターネットでの旅行予約は店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることが

出来ません。利用規約等をよく読み、予約内容やキャンセル、変更などの契約条件は、申
し込みの前に自分自身でよく確かめる必要があります。

●サイト運営事業者の基本情報（名称、住所、代表者、日本の旅行業登録有無等）や顧客対
応窓口への問い合わせ手段等を確認しておきましょう。海外事業者が運営するサイトの
場合は日本語対応の可否等も調べましょう。

●申込時には、予約内容が確認できる画面をよく確認しましょう。予約後は予約確認メール
をすぐ確認することが大切です。不測の事態に備えて画面を印刷し、精算が完了し旅行が
終わるまで保管しましょう。

●困ったときは、いちき串木野市消費生活センターにご相談ください（消費者ホットライン188）。

ひとこと助言

見守るくん

見守り
新鮮情報

インターネットで海外航空券の申し込みを
したが行けなくなった。キャンセルをした

いが電話もつながらず、メールを送っても返信が来
ない。（70歳代 男性）

インターネットで4か月先の海外の
ホテルを予約した。翌日キャンセル

したが、高額な解約料を請求された。
（60歳代 女性）

事例 1

事例 2
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農業用廃プラスチック類の回収
（ 市 来 地 域 ）

農政課（☎ 33-5635）
　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議
会では、市来地域の農業用廃プラスチック類の回収を
行います。
　農業者の方は、次の注意事項をしっかり守り、回収
にご協力ください。
〇回収日時　8 月 21日（火）8：30 ～11：00
〇回収場所　さつま日置農協北部営農センタ－
〇処理経費　処理単価　30 円／㎏程度

農協口座で引き落とします。
〇持参するもの　印鑑、農協の口座番号
〇注意事項

・３か所を同種類のビニ－ルひもで結び、つづら折り
にしてください。

・異物（排出ビニ－ル以外のもの）が混入しないよう
にお願いします。

・空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り除
き中身を洗浄してください。

・運搬の際に、産業廃棄物運搬車両の表示と書面の
携帯が必要になります。

〇問 合 せ
さつま日置農協市来支所経済課　☎ 36-2311
農政課　農林係

ふ る さ と の 道 サ ポ ー ト
推 進 事 業 活 動 団 体 募 集

土木課（☎ 21-5151）
　県では、県管理道路で活動する団体を「ふるさとの
道サポーター」として認定し、助成する事業を行ってい
ます。
〇認定団体　県管理道路の延長 100 ｍ以上の区間を

年 1 回以上、定期的な清掃・美化活動を
行う団体

〇参加登録　登録申込書を鹿児島地域振興局へ提出
（既に登録している団体は提出不要）

〇補助金額　1 団体あたり年間 30,000 円を上限
〇対象経費　混合油、ごみ袋、軍手、花苗、肥料、

草刈機の替刃、鎌、ほうき等の購入費、
重機運搬車両のリース料、草木等の処分
手数料
※領収書の写しが必要です。

〇申込・問合せ　鹿児島地域振興局　建設総務課
☎ 099-805-7308

み ん な の 水 辺 サ ポ ー ト
推 進 事 業 活 動 団 体 募 集

土木課（☎ 21-5151）

　県では、県管理河川・海岸で活動する団体を「みん
なの水辺サポーター」として認定し、助成する事業を行っ
ています。
〇認定団体　県管理河川・海岸の延長 100 ｍ以上の

区間を年 1 回以上、定期的な清掃・美
化活動を行う団体

〇参加登録　登録申込書を鹿児島地域振興局へ提出
（既に登録している団体は提出不要）

〇補助金額　1 団体あたり年間 30,000 円を上限
〇対象経費　混合油、ごみ袋、軍手、草刈機の替刃、

鎌、ほうき等の購入費、重機運搬車両の
リース料、草木等の処分手数料
※領収書の写しが必要です。

〇申込・問合せ　鹿児島地域振興局　建設総務課
☎ 099-805-7308

いちき串木野づくし産業まつり
水産商工課（☎ 33-5638）

ニュース vol.3
「地かえて祭り」ボランティアスタッフ募集
　11 月 3 日( 土 )・4 日( 日 ) に開催される、「いちき串
木野づくし産業まつり～地かえて祭り～」のボランティ
アスタッフとして協力いただける方を募集します。皆様
のお申し込みをお待ちしています。
〇内　容

　当日の運営スタッフとして、ステージ係・イベント広
場係・場内清掃係等に従事していただきます。
　昨年は、地元の高校生をはじめ、国際交流ボラン
ティアの皆さんなど多くの方にお手伝いをいただきま
した。

〇申込期限 10 月 19 日 ( 金 )
〇申込・問合せ 水産商工課

西郷どん盛り上げ隊 in いちき串木野
「 夏 休 み 」 の ご み 拾 い 作 戦

観光交流課（☎ 33-5640）

　西郷どんとゆかりのある本市を来訪される方 を々気持
ちよくお迎えするため、「ごみ拾い」ボランティア活動を
実施します。
〇日　時　８月１９日（日）6:20 集合
〇場　所　市民文化センター前
〇内　容　ラジオ体操・紙芝居・ごみ拾い　
〇申込・問合せ　西郷どん盛り上げ隊事務局

☎ 32-5256

おかげさまで
17回目を
迎えます！
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第１３回いちき串木野市民ゴルフ大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

〇日 時　９月２日 ( 日 ) 8:30 スタート
〇場 　 所　入来城山ゴルフ倶楽部
〇参 加 料　2,000 円（プレー代は各自負担）
〇参加資格　市民または市内事業所に勤務する方
〇募集定員　120 名（定員になり次第締切）
〇申込方法　個人またはグループ（４名１組）で、所定

の書式にて FAX で事務局へお申し込み
ください。

〇申込期限　８月２５日 ( 土 )
〇申込・問合せ　いちき串木野市ゴルフ協会事務局

☎ 32-0190　FAX 33-1907
東洋ベンディング　西上原

明治維新 150 周年日帰りツアー
「幕末ゆかりの地 “薩摩の西へGO(郷 )!”

参加者募集
観光交流課（☎ 33-5640）

　本市および隣接市の西郷隆盛や薩摩スチューデント
など、幕末ゆかりの地をバスで巡ってみませんか。地元
ガイドや現地スタッフの案内や解説も付きます。
〇期　日　10 月 6 日（土）
〇定　員　20名※最少催行5名(定員に達し次第締切)
〇料　金　中学生以上 3,000 円、小学生 2,800 円

（バス代・昼食代・施設入館料込み）
〇行　程　JR 伊集院駅南口（9:00 出発）～日置・桂

山寺跡・赤山靱負の墓～日吉・歴史資料室
～園林寺跡～海鮮まぐろ家（昼食）～薩摩
藩英国留学生記念館～食彩の里いちきくし
きの～市来湊地区～伊集院駅 （16 時頃到
着・解散）

〇その他　お客様都合による申込取消は、所定の取消
料が発生します。
※串木野駅前からも乗車できます。

〇予約開始　8 月18 日（土）9:00 ～
〇申込・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所

☎ 32-5256
http://ichiki-kushikino.com/

羽 島 納 涼 盆 踊 り 大 会
社会教育課（☎ 21-5128）

　羽島青年学級主催の「羽島納涼盆踊り大会」が、開
催されます。皆様のご来場をお待ちしています。
〇日　時　8 月13 日（月）18:30 ～
〇場　所　れいめいふれあい公園（羽島交流センター横）
〇内　容　盆踊り、出店など
〇問合せ　羽島青年学級（羽島交流センター）

☎ 35-0014

第45回ちかび展示館夏のイベント開催
政策課（☎ 33-5634）

　毎年恒例、串木野国家石油備蓄基地『第 45 回ちか
び展示館夏のイベント』が開催されます。
　皆様のご来館をお待ちしております。
〇日　時　８月２６日（日）9:00 ～15:30
〇場　所　ちかび展示館
〇イベント内容

・お楽しみ抽選会（10:00、12:00、14:00）
・子ども向けゲーム、クイズ、岩盤水封実験、子ども

向け工作コーナーなど
※先着限定の催しもあります。

〇問合せ
ちかび展示館　☎ 32-4747（火・水曜日は休館日）
日本地下石油備蓄㈱ 総務課　☎ 32-6800

「縁結び隊」があなたの婚活を
応援します

政策課（☎ 33-5634）

　本市では、配偶者のいない方が 3 割を超え、さらに
晩婚化が進んでいます。「縁結び隊」事業は、結婚を
望む独身男女の会員に、出会いの場を作り、結婚まで
をサポートする事業です。
　縁結び隊が今年８月に発足したことに伴い、今回入
会を希望する独身男女を募集します。
〇会員になれる方

　結婚や出会いを希望する方で、「本市にお住まい」、
「本市の事業所に勤務」、「本市出身」のいずれかに
該当する方
※年齢、結婚歴の有無を問いません。

〇入会金・年会費　無料
〇出会いの方法

①会員になると、縁結び隊の隊員が会員にふさわし
いと思われるお相手を紹介します。

②隊員のサポートのもと、お見合い（引き合わせ）を
行い、交際を目指します。

〇申込・問合せ
　事務局（政策課内）☎ 33-5634

※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、政策
課までお気軽にお問い合せください。
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いちき串木野悠遊観光“EATこ（いいとこ）ぐるぐるバス”9月運行の案内
観光交流課（☎ 33-5640）

　本市の主な観光地をぐるぐる巡る周遊バスを運行しています。一日乗車券を利用すると、お好きな停車地で乗り
降りすることができます。観光やお出かけにぜひご利用ください。
〇一日乗車券　大人 ( 中学生以上 ) 500 円、子ども（小学生・未就学児）200 円、2 歳以下は無料

※乗車時に購入。予約乗車をおすすめします。観光ガイドはありません。
〇コ　ー　ス　9 月16 日（日）（羽島照島市来コース）★

9 月 23 日（日）（羽島コース ) ★　
9 月 30 日（日）（羽島照島市来コース ) ★
★印は、コース上に「薩摩藩英国留学生記念館」があります。
※発着時間など詳細はお問い合せください。

〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　　☎ 32-5256　http://ichiki-kushikino.com/

子 まわりにある、さまざまなどものまわりにある、さまざまな 険危険危 おをおを 知 るすせら

さぽーとくん 

●子どもが自分で車内側から鍵をかけてしまった
り、車の鍵で遊んでいてロックボタンを押したり
等で施錠され、子どもが閉じ込められてしまう
ことがあります。
●特に、夏場の車内は短時間で高温になります。
子どもが車内に閉じ込められると、熱中症と
なる危険があります。子どもを車内に残して
絶対に車を離れてはいけません。車を降りる際

は、乗り降り等の少しの間であっても忘れず鍵
を持って降りましょう。
●車の年式や車種によっては、電子キーの電池
が切れることにより施錠される場合もあり
ます。電池が切れた際の解錠方法を、取扱
説明書で確認しておくことも大切です。

ひ と こ と ア ド バ イ ス  

少しの間でも子どもを
車内に残さないで！　
車内の閉じ込め事故に注意

駐車場で車の鍵を車内に置き
忘れたまま外に出たところ、何ら
かの理由でドアがロックされ､
1歳の息子が車内に閉じ込め
られてしまい、救急要請した。
軽度の熱中症にかかってし
まった。
（当事者：1歳　男児）

事 例  
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働 く 女 性 の 家 講 座 受 講 生 募 集
働く女性の家（☎ 32-7130）

「いきいき女性講座」

講 座 名 日　時 時 間 定員 回数 講座内容 ( 持ってくるもの・材料費 )

メッシュワークの
バッグ

9/4 ～ 9/25
毎週火曜日

10：00～
11：30 15 名 4 回

バイヤステープを組んでオリジナルの柄にしバッ
グを作ります。( 布 90cm 巾× 50cm を色柄違
いで 2 枚と 90cm 巾× 30cm を1 枚、はさみ )

魚の缶詰料理 9/6( 木 ) 9：30～
12：00 30 名 1 回 鯖缶を使って簡単で美味しい料理を作ります。

( エプロン・三角巾、600 円 )

ビューティー
ペルヴィス

9/12( 水 )
9/19( 水 )

14：00～
15：00 15 名 2 回 骨盤を中心に全身を調整する体操です。猫背な

ど姿勢を矯正し、肩こり腰痛を予防します。

「就業支援講座」

ワード中級 9/5 ～11/7
毎週水曜日

19：00 ～
21：00 10 名 10 回 文書作成（筆記用具・パソコン v

ビ ス タ
ista 以降）

エクセル中級 9/7～11/9
毎週金曜日

19：00 ～
21：00 10 名 10 回

表・グラフ・データーベース
（筆記用具・パソコン v

ビ ス タ
ista 以降）

〇対　象　市内に居住又は、勤務している女性を優先し、男性も受講できます。
〇場　所　働く女性の家
〇受講料　無料（ただし材料費は実費負担）
〇託　児　満 2 歳以上～未就学児。希望する方は申込み時にお知らせください。
〇申込み　8 月 24 日（金）までに、働く女性の家へお申し込みください。

（受付時間：火曜～土曜、9:00 ～17:00）

い ち き 串 木 野 市 総 合 観 光 案 内 所 ９月 体 験 講 座 参 加 者 募 集
観光交流課（☎ 33-5640）

居住地（市内・市外）を問わず受講できます。先着順で定員になり次第、受付終了となります。
なお、託児サービスはありません。

〇場　所　いちき串木野市総合観光案内所研修室

講　座 日　時 対象・定員 内　容
参加料

( 材料代 )
お一人

申込
期限

初心者向けおやつ教室
抹茶のレアチーズケーキ

【料理体験】

9/8（土）
13:00 ～16:00

どなたでも
20 名

暑い季節に食べたいひんやり
スイーツを作ります。 1,100 円 9/1（土）

〇予約・問合せ　いちき串木野市総合観光案内所　☎ 32-5256　 http://ichiki-kushikino.com


